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国道８号及び国道４１号の下表の区間において、予定して

いた予防的通行止めについては、降雪状況及び除雪作業の

状況より通行止めのおそれはなくなりました。

しかし、今後も降雪が予測され、路面の凍結も想定される

ことから、通行の際には、最新の気象予報・道路状況をご

確認いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

【富山県内の国が管理する道路に関すること】     

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所 事業対策官 飴谷 卓也（あめたに たくや）

電話：076-443-4701

重 要

【予防的通行規制区間】

路線名 場所・区間 区間延長

国道８号
富山県
と や ま け ん

下新川郡
しもにいかわぐん

朝日町
あ さ ひ ま ち

境
さかい

～

富山県下新川
しもにいかわ

郡朝日
あ さ ひ

町月山
つきやま

（朝日
あ さ ひ

ＩＣ口交差点）

約９．３km

路線名 場所・区間 区間延長

国道41号
富山県富山

と や ま

市庵谷
いおりだに

～

富山県
と や ま け ん

富山市
と や ま し

猪谷
いのたに

約４．５km
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